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年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 2 件



                      

  

千葉厚生年金 事案 5001 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年５月１日から同年９月５日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同

年９月５日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を２万 8,000 円とすること

が必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年５月１日から同年９月５日まで 

             ② 昭和 43 年 10 月１日から 44 年４月 26 日まで 

    私は、昭和 40 年 10 月にＡ社に入社し、関連会社のＢ社に異動したが、

44 年４月まで継続して勤務していた。しかし、41 年５月１日から同年

９月５日までの厚生年金保険の被保険者記録が欠落しているので調査し

てほしい。また、43 年 10 月１日から 44 年４月 26 日までの期間の標準

報酬月額が１万円となっているが、給与は３万 9,000 円だったことを覚

えているので、調査の上、正しい標準報酬月額の記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、複数の元同僚の供述から判断すると、申立人は

Ａ社の関連会社であるＢ社において継続して、Ｃ（職種）として勤務し

ていたことが推認できる。 

また、申立人は、「給与は、Ａ社とＢ社のどちらから出ていたか分

からないが、厚生年金保険料は控除されていた。」と供述しているとこ

ろ、申立人と同様に申立期間①に厚生年金保険の被保険者記録の無い元

同僚の一人が所持していた給料支払明細書から、申立期間において保険

料が控除されていたことが確認できる。 

さらに、申立人のＡ社における元上司は、「Ａ社、Ｂ社及びＤ事業

所は相互に関連する組織であり、当該三組織は一体的に運営されていた。



                      

また、これら三組織の経理は、Ａ社の経理部長がまとめて行っていたの

で、申立人の保険料は控除されていたと思う。」と供述していることか

ら、申立期間①に係る保険料は、実態的には、Ａ社における控除分とし

て事業主により給与から控除されていたものと推認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における資格喪失日に

係る記録を昭和 41 年９月５日に訂正することが必要である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社におけ

る昭和 41 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000 円

とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①の保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出

を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる

関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人は、給与明細書、源泉徴収票等保険料控

除を確認できる資料を所持していない上、Ｂ社の関連会社であるＥ社及

びＢ社の従業員の厚生年金保険に係る事務を引き継いだＦ社（現在は、

Ｇ社）は、「申立期間②当時の書類は無いので、申立人の勤務状況、給

与支払状況等については不明である。」と回答していることから、申立

人が主張する給与額が事業主により支給され、当該給与額に見合う標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料が控除されていたことが確認できない。 

また、Ｂ社の申立人の厚生年金保険被保険者原票において訂正等不

自然な記載はうかがえない。 

さらに、申立人は、「Ａ社のＣ（職種）が退職したので、私が同社

に戻され、同社のＣ（職種）として働いていたが、申立期間②の標準報

酬月額が１万円になっているのは、丁度その頃である。」と供述してい

るところ、申立期間②前後の期間について、Ａ社における申立人に係る

被保険者原票は見当たらない。 

    このほか、申立期間②において申立人が主張する標準報酬月額に基づ

く保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 

  



                      

  

千葉厚生年金 事案 5002 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、Ａ社における平成４年２月 28 日から同

年６月 16 日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人の同社における資格喪失

日に係る記録を同年６月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 26 万

円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年２月 28 日から同年６月 16 日まで 

    私は、平成３年９月 25 日にＢグループのＣ社に入社して以降、５年

６月 30 日に退職するまで継続して同グループ内の企業に継続して勤務

していた。社会保険事務所（当時）の記録では、申立期間は厚生年金

保険に未加入となっているが、申立期間も厚生年金保険料が控除され

ていたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、申立人は、平成４年２月 28 日から同年６月 16 日ま

で、引き続きＡ社に勤務していたと申し立て、その後、Ｄ社に異動したと

しているところ、雇用保険の加入記録及び元同僚の供述から、申立人は申

立期間にＡ社に勤務していたことが認められる。 

   また、申立人と同様に平成４年２月 28 日にＡ社に係る厚生年金保険被

保険者資格を喪失しているものの、その後も継続して同社及び同社の関連

会社に勤務した申立人と同質性の高い元同僚から提出された申立期間に係

る給与明細書において厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

   さらに、元同僚から、申立人は申立期間について、勤務形態や役職等に

変化が無かった旨の供述が得られた。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金



                      

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、平成４年２月 28 日の被保

険者資格喪失時の記録から、26 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主から回答を得られず、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

  



                      

  

千葉厚生年金 事案 5003 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、Ａ社における平成４年２月 28 日から同年

６月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人の同社における資格喪失日に

係る記録を同年６月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 34 万円と

することが必要である。 

   なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   また、申立人の申立期間のうち、Ｂ社における平成５年 12 月１日から

６年 10 月１日までの期間に係る標準報酬月額は、事業主が当初、社会保

険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額であったと認められることから、

当該期間の標準報酬月額の記録を９万 8,000 円に訂正することが必要であ

る。 

   さらに、前記訂正を要する期間のうち、平成６年５月については、申立

人の主張する標準報酬月額に基づく保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録

訂正は 34 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成４年２月 28 日から同年６月１日まで 

             ② 平成５年 10 月１日から７年 11 月１日まで 

    私は、昭和 64 年１月にＣグループのＤ社に入社し、申立期間①は同

グループのＡ社に勤務していたはずであり、厚生年金保険に未加入とさ

れているのは納得できない。また、申立期間②については、同グループ

のＢ社に係る厚生年金保険の被保険者記録において、申立期間②当時、

基本給は 35 万円だったはずなのに、標準報酬月額の記録が著しく低く



                      

  

なっているのは納得できない。平成６年６月の給与明細書を添付するの

で、調査の上、申立期間②に係る標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、平成４年２月 28 日から同年６月１

日まで、引き続きＡ社に勤務していたと主張しているところ、雇用保険

の加入記録及び元同僚の供述から、申立人は、申立期間①において、同

社に継続して勤務していたことが認められる。 

    また、申立人と同様に平成４年２月 28 日にＡ社に係る厚生年金保険

被保険者資格を喪失しているものの、その後も継続して同社及び同社の

関連会社に勤務した申立人と同質性の高い元同僚から提出された申立期

間に係る給与明細書において厚生年金保険料が控除されていることが確

認できる。 

    さらに、元同僚から、申立人は申立期間①について、勤務形態や役職

等に変化が無かった旨の供述が得られた。 

    これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①において、厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

    また、申立期間①の標準報酬月額については、平成４年２月 28 日の

被保険者資格喪失時の記録から、34 万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る申立期間①の保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主から回答を得られず、このほかに確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

  ２ 申立期間②のうち、平成５年 12 月１日から６年 10 月１日については、

Ｂ社は、７年 12 月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってい

るところ、オンライン記録によると、その後の８年１月５日付けで、６

年 10 月１日及び７年 10 月１日の標準報酬月額の定時決定が取り消され、

申立人の同社における資格喪失日は６年８月 31 日と記録されていると

ともに、５年 12 月から６年７月までの標準報酬月額の記録が９万

8,000 円から８万円に遡及して訂正されていることが確認できる。 

    また、Ｂ社に係る滞納処分票から厚生年金保険料の滞納があったこと

がうかがえる上、同社において厚生年金保険被保険者であった複数の元

同僚についても、申立人と同様の上記遡及訂正処理が行われていること



                      

が確認できる。 

    なお、平成８年１月５日付けで行われた申立人に係る上記遡及訂正処

理のうち、５年 12 月１日から６年 10 月１日までの期間に係る標準報酬

月額の以外の処理については、年金事務所において、24 年４月９日付

けで事業主が当初届け出た記録に職権訂正されている。 

    これらを総合的に判断すると、社会保険事務所が行った当該遡及訂正

処理に合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められないことから、申立期間②のうち、平成５年 12 月１日

から６年 10 月１日までの期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た９万 8,000 円に訂正することが必要と認められ

る。 

    一方、申立人は、申立期間②について、Ｂ社における各月の給与額は

35 万円であったと主張しているところ、申立人から提出された平成６

年６月の給与明細書及び前述の同質性の高い元同僚の供述から判断する

と、申立人は、申立期間②のうち同年５月の標準報酬月額について、そ

の主張する標準報酬月額（34 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により控除されていたことが認められる。 

    なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、事業主から回答を得られず、こ

れを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 

他方、申立期間②のうち、平成５年 10 月１日から６年５月１日まで

の期間及び同年６月１日から７年 11 月１日までの期間については、申

立人は、給与明細書を所持していない上、このほかに申立人が主張する

標準報酬月額に基づく保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 

  



                      

  

千葉厚生年金 事案 5004 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失

日に係る記録を昭和 45 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

３万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年７月 30 日から同年８月１日まで 

    私の年金記録において、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間が厚生

年金保険の未加入期間となっているが、平成９年９月に退職するまで継

続して勤務していたので、厚生年金保険被保険者期間として認めてもら

いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された人事記録、事業主の回答書及び雇用保険の加入記

録から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（同社Ｂ工場から同社

Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、人事記録（辞令発令簿）において、申立人と

同日付けで発令されている者のうち、Ａ社Ｂ工場における資格喪失日が昭

和 45 年８月１日と記録されている者が複数名確認できることから、同日

と認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場におけ

る昭和 45 年６月のオンライン記録から、３万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 5005 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失

日に係る記録を昭和 45 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

４万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年７月 30 日から同年８月１日まで 

    私の年金記録において、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間が厚生

年金保険の未加入期間となっているが、昭和 52 年９月に退職するまで

継続して勤務していたので、厚生年金保険被保険者期間として認めても

らいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された人事記録、事業主の回答書及び雇用保険の加入記

録から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（同社Ｂ工場から同社

Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、人事記録（辞令発令簿）において、申立人と

同日付けで発令されている者のうち、Ａ社Ｂ工場における資格喪失日が昭

和 45 年８月１日と記録されている者が複数名確認できることから、同日

と認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場におけ

る昭和 45 年６月のオンライン記録から、４万 8,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと



                      

  

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 5006 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失

日に係る記録を昭和 45 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

４万 2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年７月 30 日から同年８月１日まで 

    私の年金記録において、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間が厚生

年金保険の未加入期間となっているが、昭和 58 年９月に退職するまで

継続して勤務していたので、厚生年金保険被保険者期間として認めても

らいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された人事記録、事業主の回答書及び雇用保険の加入記

録から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（同社Ｂ工場から同社

Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、人事記録（辞令発令簿）において、申立人と

同日付けで発令されている者のうち、Ａ社Ｂ工場における資格喪失日が昭

和 45 年８月１日と記録されている者が複数名確認できることから、同日

と認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場におけ

る昭和 45 年６月のオンライン記録から、４万 2,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと



                      

  

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 5007 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失

日に係る記録を昭和 45 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

２万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年７月 30 日から同年８月１日まで 

    私の年金記録において、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間が厚生

年金保険の未加入期間となっているが、昭和 45 年 12 月に退職するまで

継続して勤務していたので、厚生年金保険被保険者期間として認めても

らいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された人事記録、事業主の回答書及び雇用保険の加入記

録から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（同社Ｂ工場から同社

Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、人事記録（辞令発令簿）において、申立人と

同日付けで発令されている者のうち、Ａ社Ｂ工場における資格喪失日が昭

和 45 年８月１日と記録されている者が複数名確認できることから、同日

と認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場におけ

る昭和 45 年６月のオンライン記録から、２万 4,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと



                      

  

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

千葉厚生年金 事案 5008 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失

日に係る記録を昭和 45 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

７万 2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年７月 30 日から同年８月１日まで 

    私の年金記録において、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間が厚生

年金保険の未加入期間となっているが、平成４年９月に退職するまで継

続して勤務していたので、厚生年金保険被保険者期間として認めてもら

いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された人事記録、事業主の回答書及び雇用保険の加入記

録から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（同社Ｂ工場から同社

Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、人事記録（辞令発令簿）において、申立人と

同日付けで発令されている者のうち、Ａ社Ｂ工場における資格喪失日が昭

和 45 年８月１日と記録されている者が複数名確認できる事から、同日と

認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場におけ

る昭和 45 年６月のオンライン記録から、７万 2,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

  



                      

  

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



千葉国民年金 事案 4458 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の平成５年７月から９年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年７月から９年８月まで 

    私は、Ａ社に勤務していたときにＢ健康保険組合に加入したが、同健

康保険組合の責任者に勧められ、並行して国民年金にも加入し、国民年

金保険料を納付した。ところが、同健康保険組合の加入期間である申立

期間において、国民年金保険料が未納となっているので、調査してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人には国民年金手帳記号番号が払い出されておらず、オンラインシ

ステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによ

る縦覧調査の結果からも、申立人に手帳記号番号が払い出された形跡はう

かがえない上、申立人の国民年金の被保険者記録は基礎年金番号で管理さ

れているところ、オンライン記録によると、申立人に基礎年金番号が付番

されたのは平成 24 年７月 23 日であることが確認できることから、それま

で、申立人は、国民年金に未加入であったことが推認され、制度上、申立

期間の国民年金保険料を納付することはできない。 

また、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

千葉国民年金 事案 4459 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年８月から８年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年８月から８年３月まで 

    私は、申立期間当時、大学生だったので、私の母がＡ市Ｂ区役所で私

の国民年金の加入手続を行い、銀行で毎月１万 1,000 円程度の国民年金

保険料を定期的に納付してくれていた。私は、母から、「兄は学生免除

を受けたけれど、あなたは、お嫁へ行くときに困らないように、免除は

受けておらず、絶対に納付した。」と聞いていたので、申立期間が保険

料免除期間とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間については、申立人の母が国民年金保険料を納付し

ており、免除申請の手続は行っていないと主張しているが、オンライン記

録によれば、申立期間のうち平成６年８月から７年３月までの期間につい

ては６年８月 31 日に、申立期間のうち７年４月から８年３月までの期間

については７年５月 31 日に、それぞれ免除申請が行われ、申立期間は保

険料免除期間と記録されていることが確認できる上、当該免除記録に訂正

等が行われた形跡は見当たらず、不自然な点は認められない。 

   また、上記の免除申請日以降に、追納によることなく申立期間に係る保

険料が納付された場合、当該保険料は保険料免除期間に対する納付となる

ことから、過誤納となり還付されることとなるが、オンライン記録におい

て、申立期間に係る保険料が還付された記録は無く、ほかに還付された事

情も見当たらないことから、申立期間に係る保険料を納付していたと推認

することはできない。 

   さらに、申請免除は、被保険者等からの申請に基づいて行われるもので

ある上、免除の要件に該当するか否か認定するまでに収入審査等の事務処



                      

  

理を経る必要があることを踏まえると、行政側の年金記録事務において、

２年連続して保険料免除期間と記録する過誤が生じたとは考え難い。 

   このほか、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

千葉国民年金 事案 4460（事案 506 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年４月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年４月から 48 年３月まで 

    私は、昭和 48 年４月頃に、申立期間の国民年金保険料として２万

1,000 円をＡ信用金庫本店で一括納付した。申立期間の保険料が未納と

されていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   今回の申立期間を含む昭和 41 年４月から 52 年３月までの期間に係る申

立てについては、ⅰ）申立人の国民年金手帳記号番号の払出しが同年５月

以降であることが確認でき、別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらないことから、申立人が主張する 46 年６月

頃及び 50 年 10 月頃に、国民年金保険料を特例納付することはできないこ

と、ⅱ）申立人が納付場所として主張する市民センターでは、第１回特例

納付及び第２回特例納付を行っていないことが確認されている上、申立人

は、41 年４月から 46 年３月までの保険料を特例納付した後も、それ以降

の保険料を第２回の特例納付実施期間まで納付していなかったと述べてお

り、申立人の主張は不自然であること、ⅲ）申立人が特例納付したと主張

する金額は、当初の申立期間の保険料を特例納付する場合に必要となる金

額と異なっていることなどを理由として、既に当委員会の決定に基づき、

平成 20 年８月 27 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

   今回、申立人は、当初の申立期間のうち、昭和 41 年４月から 48 年３月

までの期間について申し立て、同年４月頃に、申立期間の保険料として２

万 1,000 円を金融機関で一括納付したと主張を変更しているが、前述のと

おり、申立人の手帳記号番号は 52 年５月以降に払い出されていることが



                      

確認でき、申立人の手帳記号番号の前後の任意加入者の資格取得日から、

申立人は同年６月頃に国民年金の加入手続を行ったものと推認されること

から、加入手続を行うまで、申立人は国民年金に未加入であり、保険料を

納付することはできない。 

   また、国民年金法において、保険料の徴収権は２年を経過したときは時

効によって消滅すると規定されているところ、時効となった未納期間の保

険料が納付可能とされていた特例納付制度は過去に３回行われているが、

申立人が申立期間の保険料を納付したと主張する昭和 48 年４月に特例納

付は実施されていないことから、申立人が申立期間の保険料を一括納付し

ていたと推認することはできない。 

   さらに、改めて、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳

記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査を行った結果、申立人に別の

手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   このほか、申立人からは申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる新たな資料は提出されておらず、当委員会の当初の決定を変更すべ

き事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納

付していたものと認めることはできない。 

  



    

千葉国民年金 事案 4461 

 

                  

  

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年７月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年７月から 57 年３月まで 

    私は、昭和 49 年頃に、国民年金保険料の未納の件で訪ねてきた市の

徴収員から、国民年金制度について説明を受けた。その当時、経営する

Ａ（業種）の業績が不振で保険料を納付できないと説明したところ、徴

収員が保険料の免除申請手続を行ってくれた。その後も別の徴収員が免

除申請手続を行ってくれていたのに、申立期間が免除期間とされていな

いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間については、毎年、徴収員が国民年金保険料の免除

申請手続を行ってくれていたと主張しているが、オンライン記録において、

申立期間に係る保険料の免除申請が行われた記録は無く、免除記録の訂正、

取消しが行われた形跡も見当たらない。 

   また、申立期間当時、申請免除の手続は年度ごとに行うこととされてい

たところ、申立期間は 93 か月と長期間である上、この間を全て免除期間

とするには、合計８回の申請手続が必要になることを踏まえると、同一の

市町村が同一人に対してこれほどの回数において免除申請に係る事務処理

を全て誤ったとは考え難い。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申請免除が承認された場合、免除申請承認通知書により被保険

者に通知が行われるところ、申立人は当該通知書の受領に関する記憶が明

確でないと申述している上、申立期間の保険料を免除されていたことを示



                      

  

す関連資料（免除申請書控、承認通知書等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 5009 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59 年８月 12 日から 60 年２月 26 日まで 

    私は、昭和 59 年８月からＡ社の寮に入って、当該事業所に勤務して

いた。申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の戸籍謄本の附票により、昭和 59 年８月 12 日にＢ（都道府県）

Ｃ区のＡ社の寮に住所変更していること、及び当該事業所の複数の元同僚

が申立人を記憶していることから、申立期間において、申立人は、当該事

業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、当該事業所は、申立人の申立てに係る厚生年金保険被保険者の

資格取得、資格喪失及び標準報酬月額に関する届出を行ったか否かについ

て、「該当資料が皆無のため、判断できない。」と回答しており、申立人

の厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

また、申立人が氏名を挙げた元同僚２名及び当該事業所の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿において被保険者記録が確認できる 18 名に照会し、

回答があった 13 名のうち５名は、「申立人を知っているが、勤務してい

た期間については分からない。」と供述しており、申立人の厚生年金保険

料の控除について確認することができない。 

さらに、雇用保険の加入記録により、申立人の当該事業所における資格

取得日は昭和 60 年２月 26 日、離職日は同年４月 25 日であり、厚生年金

保険の被保険者記録と符合している。 

   加えて、申立人は、申立期間について、当該事業所を退職した後の昭和

60 年 12 月以降に国民年金保険料を納付していることが確認できる。 



                      

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



                      

  

千葉厚生年金 事案 5010 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52 年１月頃から 54 年 12 月頃まで 

    私は、昭和 52 年１月頃から 54 年 12 月頃まで、Ａ社でＢ（業種）を

行っていた。申立期間の年金記録が欠落しているので、厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元同僚の供述、申立人の所持する顧客配布用灰皿に記載されている所在

地とＡ社に係る商業登記簿謄本の所在地が一致すること、及び申立人の覚

えている元事業主の氏名が、同謄本に記載されている元代表取締役と同じ

氏名であることから、勤務期間は特定できないものの、申立人は当該事業

所に勤務していたことが推認できる。 

   しかし、当該事業所は、平成元年８月 23 日に厚生年金保険の適用事業

所となっており、申立期間当時は適用事業所になる前の期間である上、商

業登記簿謄本によれば、Ａ社は、昭和 53 年５月 10 日にＣ市Ｄ町において

設立登記をされており、申立期間の一部は、法人登記をされる前の期間で

ある。 

   また、元役員は、「会社になってから厚生年金保険に加入した。」、

「私が厚生年金保険に加入した時期に、厚生年金保険の適用事業所になっ

たはずだ。」と回答している上、元事業主及び元役員は、申立期間におい

て、国民年金保険料を納付しており、当該事業所が、厚生年金保険の適用

事業所となる前月まで国民年金に加入している。 

   さらに、申立人が氏名を挙げた元同僚から厚生年金保険保険料の控除に

ついて具体的供述は得られなかった上、申立期間において、当該元同僚の

厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 



                      

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  




